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農地集積率
（％）
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農林水産省調べ

（年）

生産農業所得統計（農林水産省）
作物統計（農林水産省）

耕地面積あたりの農業産出額

人口1,000人当たりの県内の
「専門料理店」の事業所数

（事業所）

（年）

経済センサス（総務省）
人口推計（総務省）

（年）

食肉流通統計（農林水産省）

と畜頭数（和牛）

農業産出額
奈良県

（億円）
全国

（百億円）

奈良県
（頭）

全国
（千頭）

（万円/ha）

（年）

生産農業所得統計（農林水産省）

前回偏差値

今回偏差値 農業産出額

⑱45位→㉚45位

耕地面積あたりの

農業産出額

⑱27位→㉚33位

と畜頭数（和牛）

⑱41位→㉚41位

農地集積率

㉖46位→㉚46位

人口1,000人当たりの

県内の「専門料理店」

の事業所数

㉑47位→㉘47位

H21 H24 H26 H28
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0.97

1.27
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（27位）
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（33位）
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（45位）

（45位）

（41位）（41位）

（41位）（41位）

407

全国 奈良県
（　　　）は全国順位

全国 奈良県
（　　　）は全国順位

全国 奈良県
（　　　）は全国順位

全国 奈良県
（　　　）は全国順位

全国 奈良県
（　　　）は全国順位

Ⅶ 豊かな「都」をつくる
～県内の農・畜産・水産業・林業の振興、農村活性化、

森林を護る施策を進める～

22. 農業・農地・農村・
食と農の振興

23. 畜産・水産業振興

Ⅶ
人口１，０００人当たりの県内の「専門料理店」の事業所数は、

奈良のおいしい「食」づくりとプロモーションの強化等の取組

により全国に近づいています。

高品質生産への支援等に取り組んでいるものの、価格変動や

悪天候の影響等により、伸び悩んでいます。

大規模農家が少なく小区画水田が多いことから、農地集積率

は低いものの、農地中間管理事業等により担い手への集積が

徐々に進んでいます。

牛肉として出荷される和牛のと畜頭数は、畜産業の規模拡大

が難しいことから、平成２４年以降、横ばいとなっています。

イチゴや柿、小菊等の高収益な作物の振興に取り組んでいる

ものの、担い手の高齢化・不足を背景に伸び悩んでいます。
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目指す姿

もっと良くするために

主な取組

これまでは

取組 令和２年度 令和３年度 令和4年度

目指す姿

農
業
・
農
地
・
農
村
・
食
と
農
の
振
興
／
畜
産
・
水
産
業
振
興

(122) 特定農業振興ゾーンの整備
(123) 農地マネジメントの推進
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新たな森林管理体制準備室調べ

スイスで森林環境管理体制を

学んだ人の数（累計）
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12.2

352.9
305.4 392.4

427.1

44.2

207.3

106.1 100.6
126.4

既設の特定農業振興ゾーンの整備実施計画に基づく事業を順次実施し、成功事例とすべく全力を挙げるとともに、

市町村と協働して新たな特定農業振興ゾーンの設定を目指します。

各地域で農業の将来のあり方を明確化した「実質化した人・農地プラン」の作成に取り組むとともに、農業委員会等

による耕作放棄地調査を適切に行い、農地所有者への耕作再開や農地貸借の働きかけ、重課措置、非農地判断な

ど、手順を踏んだ農地マネジメントを進めます。

使い易い農地の供給があ

ればもっと農地の集積が

進むので、特定農業振興ゾ

－ンがモデルとなって農地

の有効利用を進めます。

担い手農家への農地の集

積は年々進んでいるけど、

借受希望と貸付希望に大き

な開きがあるんだね。

令和６年度までに特定農業振興ゾ－ンの設定を10地区にします。

令和５年度までに担い手への農地の集積率を34％にします。

農地の集積、区画の大規模化、耕作放棄地発生防止、

高収益作物の転換と販路や担い手の確保、施設・機械の整備

他の市町村でも新たな特定農業振興ゾーンを設定

農地を含め地元農業の将来を見通すための「実質化した人・農地プラン」の作成、

適切な耕作放棄地調査の実施、農地所有者への耕作再開・貸借の働きかけ、

重課措置の適用、非農地判断

特定農業振興ゾーンの

整備実施計画の実現

農地マネジメントの推進

新たな特定農業

振興ゾーンの設定

借受希望面積
貸付希望面積

（ha）
集積率
（%）

（年度）

担い手・農地
マネジメント課調べ

借受、貸付希望面積と

担い手への農地集積率

借受希望面積 貸付希望面積 集積率

●

●

（五條市丹原地区、川西町下永東城地区、田原本町法貴寺地区・八田地区、広陵町百済川向地区・寺戸地区）

農地の有効利用を図るエリアとして「特定農業振興ゾーン（注）」を６地区で設定してきました。●

（農地中間管理事業によるマッチング面積　４５６ha（平成２６年～平成３０年））

(注)　特定農業振興ゾーン ・・・ 県内の農地を有効に活用し、農業の生産性の向上を図るために設定する区域で知事が定めるもの。

耕作放棄地の解消等のため、農地の出し手と受け手のマッチングによる担い手への農地集積等を

推進してきました。

●
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目指す姿

もっと良くするために

主な取組

これまでは

取組 令和２年度 令和３年度 令和4年度

公募に向けた準備・検討、事業者公募・選定 設計・建設

レイアウト等の検討 公募に向けた準備・検討、事業者公募・選定

境界確定・用地買収

市場エリアの整備

賑わいエリアの整備

市場北側用地の取得

市場エリア：卸売場、仲卸売場、冷蔵庫、加工場、関連商品売場、管理施設　等

賑わい創出エリア：フードホール、多目的ホール、子ども広場、宿泊施設、駐車場　等

中央卸売市場の老朽化・再整備の必要性に対応するため、「奈良県中央卸売市場再整備基本計

画」を策定しました。（令和元年９月）

卸売機能（BtoB）の効率化、高機能化に加え、賑わい創出機能（BtoC）の整備により、市場の

立地や歴史を活かした「食とともに文化・スポーツを楽しむ」華やかで賑わいのある複合拠点の

整備を図ります。

市場の機能と連携

した賑わい施設を

整備することで、県

民や観光客が集う

新しい「食」の拠点

が生まれます。

市場棟のコールド

チェーン化等で、よ

り安 全・安心 な 食

を提供する新しい

市場に生まれ変わ

るんだね！！

令和１０年度までに地域に開かれた賑わいのある中央卸売市場を整備します。

(124) 中央卸売市場の再整備

Ⅶ

宿泊施設

フードホール・子ども広場

多目的ホール
バスターミナル

再整備イメージ

市場棟
（機能の高度化）

122



目指す姿

もっと良くするために

主な取組

これまでは

取組 令和２年度 令和３年度 令和4年度

建築・外構工事、運営事業者の選定等 供用開始

地元協議会の活動支援

（農泊・食・体験につながる魅力発信）

民間事業者参画に向けた調査と条件整備等

農村観光の推進

ＮＡＦＩＣ附属

セミナーハウスの整備

「ＮＡＦＩＣ周辺

賑わいづくり協議会」の支援

セミナーハウス

上段部集客施設の誘致

NAFIC（注）附属レストランとホテルは中和の新しい観

光施設として定着してきました。さらに、その上段部

のセミナーハウスの造成工事に取り組んできました。

令和２年度に建築工事着手、令和４年度供用開始予

定で整備を進めます。

●

●

●

セミナーハウス上段部に眺望の良い景観を活かし、民間活力を活用した集客施設の整備を検討します。

NAFIC下段部の賑わいづくりの検討も進めます。

NAFIC開校後４年が経過して見えてきた課題に対応するため、NAFIC教育方針検討会議を立ち上げ、カリキュラム等の見

直しを検討します。

ＮＡＦＩＣの周辺地域が盛

り上がると、県の周遊観光

の拠点となって、中南部地

域への観光促進にもつな

がるんですよ。

ＮＡＦＩＣの周辺を整備する

ことで、地域が活性化して、

交流人口が増えるんだね。

令和６年度までにＮＡＦＩＣ周辺地域の交流人口を４３，０００人にします。

農
業
・
農
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・
農
村
・
食
と
農
の
振
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／
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振
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(125) ＮＡＦＩＣ教育の充実と周辺の整備

セミナーハウスイメージ 周辺整備位置関係図

R6
（目標）
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ＮＡＦＩＣ周辺地域の交流人口

（注）NAFIC・・・NARA Agriculture and Food International College

（奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校）の略

担い手・農地マネジメント課調べ
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目指す姿

もっと良くするために

主な取組

これまでは

取組 令和２年度 令和３年度 令和4年度

県民や来訪者に安全で質

の高い農畜水産物等をお

いしく食べる機会を提供し

て、健康で豊かな生活の実

現と食と観光が連携した

地域振興を進めるんです。

市場動向に基づく重点的な生産振興、品質の向上と安全性、

安定生産の確保

事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出の推進

国内外への情報発信、流通の円滑化、多様な販路拡大

身体に良いものを食べて

健康で長生きしたいなぁ。

おいしい食を求めて奈良

を訪れる人を増やしたい

なぁ。

●

●

●

食の提供の充実

食と農に強い人材の育成、開業支援

飲食店・宿泊施設における食事の満足度の向上

食と農の地域資源に触れ、親しむ機会の拡大

地域の食文化の継承、創造、発信

●

●

●

●

食を楽しむ機会の拡大

子どもの食への県産農畜水産物等の利用促進

（家庭、学校、地域社会）

子どもの食生活の改善に資する食事の機会の提供

●

●

子どもの健全育成

品質の優れた農畜水産物等を活用した、適切な食習慣の普及●

健康的な食生活の実現

基本計画の策定とその進捗管理
条例に基づく

基本計画の策定

奈良県の食と農を一体的に振興するために「食」と「農」の振興の基本となる条例の検討を進

めてきました。

「奈良県豊かな食と農の振興に関する条例」に基づき、食と農の一体的な振興を図るための基

本的な計画を策定し、具体的な取組を推進します。

令和２年度に食と農の一体的な振興を図る基本的な計画を策定し、具体的な施策

を推進します。

(126) 奈良県豊かな食と農の振興条例の制定

Ⅶ
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目指す姿

もっと良くするために

主な取組

これまでは

取組 令和２年度 令和３年度 令和4年度
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R1H30H29H28H27H26

（％）

（年度）

食品ロス問題を「よく知っている人」の割合

全国 奈良県

民間団体への支援を通じた集配送体制の構築

フードバンク活動の推進に向けた市町村民間団体の取組への支援

食品ロス削減推進フォーラム等による啓発活動

計画策定 計画に基づく取組の推進

食品ロス削減に向けた

啓発活動の推進

食品ロス削減推進計画に

基づく取組推進

未利用食品をこども食堂等で

活用する仕組みづくり

フードバンク活動への支援

全　 国：H26～H27消費者意識基本調査（消費者庁）

　　　   　H28消費生活に関する意識調査（消費者庁）

　　　   　H29～H30消費者の意識に関する調査（消費者庁）

奈良県：R１県民アンケート（奈良県）

●

●

●

賞味期限切れ等で廃棄される食品ロスは国内で年間約６４３万トン発生しています。

これを受け、令和元年１０月１日に食品ロス削減推進法が施行されました。

県では、食品ロス削減に向けた県民への啓発を実施しています。

●

●

●

食品ロス削減に向けた推進計画を策定します。

食品ロス削減フォーラムの開催や食品ロスの削減に顕著な功績がある方の表彰等により、消費者、事業者等への更なる

啓発に取り組みます。

こども食堂の安定運営と食品ロス削減の協働体制の構築に取り組みます。

みんなが食品ロスの問題を

よく知り、食品ロスを減らす

努力をすることや、食料を

必要としている人のために

未利用食品を有効活用する

ことが大切ですよね。

世界の食糧援助量の１．６

倍もの食品が国内ではたべ

られないまま捨てられてい

て、食品ロスを削減するこ

とがとても重要な課題に

なっているんだね。

令和６年度までに食品ロス問題を「よく知っている」県民の割合を９０％にします。
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(127) 食品ロス削減への対応
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